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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ETSI（European　Telecommunications　Standards　Institute）サービス・ケイパビリ
ティ・レイヤ（SCL）を実装する１つ以上のプロセッサと、
　前記ETSI　SCLと第２のデバイスとの間にインターネットプロトコル（IP）接続を確立
する回路と、
　前記IP接続を使用して、mId参照ポイントでマシン・ツー・マシン（M2M）デバイスのケ
イパビリティに関するデータを前記第２のデバイスに提供するデバイスインタフェースで
あり、前記ケイパビリティに関するデータは、ネットワークSCL（NSCL）に提供され、前
記NSCLの少なくとも１つの機能は、サービス・ケイパビリティ・サーバ（SCS）に実装さ
れ、前記NSCLの少なくとも１つの機能は、3GPP　MTC-IWF（Interworking　Function）に
おいてホストされるデバイスインタフェースと
　を有するM2Mデバイス。
【請求項２】
　前記mId参照ポイントに対応する無線ネットワークのmId参照ポイントは、3GPP（3rd　G
eneration　Partnership　Project）ユーザプレーン上に実装される、請求項１に記載のM
2Mデバイス。
【請求項３】
　前記mId参照ポイントに対応する無線ネットワークのmId参照ポイントは、前記3GPPユー
ザプレーンのGi/SGiインタフェース上に実装される、請求項２に記載のM2Mデバイス。
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【請求項４】
　前記mId参照ポイントに対応する無線ネットワークのmId参照ポイントは、前記3GPPユー
ザプレーンのTsmsインタフェース上に実装される、請求項２に記載のM2Mデバイス。
【請求項５】
　前記mId参照ポイントに対応する無線ネットワークのmId参照ポイントは、3GPPコントロ
ールプレーン上に実装される、請求項１に記載のM2Mデバイス。
【請求項６】
　前記１つ以上のプロセッサは、3GPP　T4インタフェース上でショートメッセージサービ
ス（SMS）通信を使用して前記第２のデバイスに前記ケイパビリティを登録するように更
に構成される、請求項５に記載のM2Mデバイス。
【請求項７】
　前記ケイパビリティは、前記M2Mデバイスで実行するアプリケーションに関連するケイ
パビリティである、請求項１に記載のM2Mデバイス。
【請求項８】
　前記アプリケーションは、スマートホームアプリケーション、計器アプリケーション又
は自動車アプリケーションである、請求項７に記載のM2Mデバイス。
【請求項９】
　無線通信ネットワークで動作するコンピュータデバイスであって、
　ETSI（European　Telecommunications　Standards　Institute）ネットワークアプリケ
ーション（NA）を実行する１つ以上のプロセッサと、
　前記NAとETSIネットワーク・サービス・ケイパビリティ・レイヤ（NSCL）との間で通信
を提供するアプリケーションインタフェースであり、前記NSCLの少なくとも１つの機能は
、サービス・ケイパビリティ・サーバ（SCS）に実装され、前記NSCLの少なくとも１つの
機能は、3GPP　MTC-IWF（Interworking　Function）においてホストされるアプリケーシ
ョンインタフェースと、
　前記NSCLのパラメータを格納するメモリと、
　インターネットプロトコル（IP）接続上に実現されたmId参照ポイントで、前記無線通
信ネットワークのデバイスのケイパビリティの登録を受信するデバイスインタフェースと
　を有し、
　前記１つ以上のプロセッサは、前記NSCLに関連する前記登録をメモリに格納するように
更に構成されるコンピュータデバイス。
【請求項１０】
　無線ネットワークで動作するマシン・ツー・マシン（M2M）デバイスにより実行される
方法であって、
　ETSI（European　Telecommunications　Standards　Institute）サービス・ケイパビリ
ティ・レイヤ（SCL）と第２のデバイスとの間にインターネットプロトコル（IP）接続を
確立するステップと、
　前記ETSI　SCLの名前を前記第２のデバイスに登録し、前記第２のデバイスのETSI　SCL
の登録を受信するステップと、
　前記ETSI　SCLの名前を前記第２のデバイスに登録すると、前記IP接続でmId参照ポイン
トを使用して前記M2Mデバイスで実行するアプリケーションについての情報を前記第２の
デバイスに提供するステップであり、前記ケイパビリティに関するデータは、ネットワー
クSCL（NSCL）に提供され、前記NSCLの少なくとも１つの機能は、サービス・ケイパビリ
ティ・サーバ（SCS）に実装され、前記NSCLの少なくとも１つの機能は、3GPP　MTC-IWF（
Interworking　Function）においてホストされるステップと
　を有する方法。
【請求項１１】
　前記mId参照ポイントに対応する前記無線ネットワークのmId参照ポイントは、Gi/SGiイ
ンタフェース又はTsmsインタフェース上に実装され、前記Gi/SGi及び前記Tsmsは、3GPP（
3rd　Generation　Partnership　Project）ユーザプレーン上に実装される、請求項１０
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に記載の方法。
【請求項１２】
　前記mId参照ポイントに対応する前記無線ネットワークのmId参照ポイントは、3GPPコン
トロールプレーン上に実装され、前記M2Mデバイスは、3GPP　T4インタフェース上のショ
ートメッセージ（SMS）通信又は3GPP　T5インタフェース上のスモールデータ送信を使用
して前記第２のデバイスに登録する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　アプリケーションのデータをM2Mエリアネットワークの他のM2Mデバイスに提供するステ
ップを更に有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記mIdインタフェース上で前記IP接続を使用して前記第２のデバイスで実行するアプ
リケーションのデータを受信するステップを更に有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　無線通信ネットワークのアプリケーションサーバ（AS）により実行される方法であって
、
　インターネットプロトコル（IP）接続で、マシン・ツー・マシン（M2M）デバイスのケ
イパビリティの登録を受信するステップと、
　前記登録に続いて、前記ケイパビリティについてのデータを受信するステップであり、
前記データは、前記IP接続でETSIネットワーク・サービス・ケイパビリティ・レイヤ（NS
CL）のmId参照ポイントを使用して受信され、前記NSCLの少なくとも１つの機能は、サー
ビス・ケイパビリティ・サーバ（SCS）に実装され、前記NSCLの少なくとも１つの機能は
、3GPP　MTC-IWF（Interworking　Function）においてホストされるステップと
　を有する方法。
【請求項１６】
　前記IP接続で前記mId参照ポイントを使用して、前記ASで実行するアプリケーションに
関するデータを前記M2Mデバイスに提供するステップを更に有する、請求項１５に記載の
方法。
【請求項１７】
　前記登録に関するパラメータをメモリに格納するステップであり、前記メモリは、前記
NSCLに関連するステップを更に有する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記M2Mデバイスの前記ケイパビリティについて人間に読み取り可能なユーザインタフ
ェースを提供するために、ETSIネットワークアプリケーション（NA）を実装するステップ
を更に有する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　3GPP（3rd　Generation　Partnership　Project）/ETSI（European　Telecommunicatio
ns　Standards　Institute）相互接続アーキテクチャに従って実装された通信システム内
で動作するマシン・ツー・マシン（M2M）デバイスにより実行される方法であって、
　デバイスアプリケーション（DA）からのデータをM2Mエリアネットワークの他のM2Mデバ
イスに提供するステップと、
　インターネットプロトコル（IP）接続で前記M2Mエリアネットワークの外部の遠隔デバ
イスにケイパビリティを登録するステップと、
　mId参照ポイントを通じて前記遠隔デバイスにデータを提供するステップであり、前記N
SCLの少なくとも１つの機能は、サービス・ケイパビリティ・サーバ（SCS）に実装され、
前記NSCLの少なくとも１つの機能は、3GPP　MTC-IWF（Interworking　Function）におい
てホストされるステップと
　を有する方法。
【請求項２０】
　前記mId参照ポイントに対応する無線ネットワークのmId参照ポイントは、3GPPユーザプ
レーン上に実現される、請求項１９に記載の方法。
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【請求項２１】
　前記mId参照ポイントに対応する無線ネットワークのmId参照ポイントは、3GPPコントロ
ールプレーン上に実現される、請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、2012年7月2日に出願された米国仮特許出願第61/667,325号の優先権を主張
する、2013年1月25日に出願された米国出願第13/750,697号の優先権を主張する。これら
の双方の全内容を援用する。
【０００２】
　実施例は、無線通信に関する。或る実施例は、3rd　Generation　Partnership　Projec
t　(3GPP),　Technical　Specification　Group　Services　and　System　Aspects,　Ar
chitecture　enhancements　to　facilitate　communications　with　packet　data　ne
tworks　and　applications,　3GPP　TS23.682に関する。或る実施例は、European　Tele
communications　Standards　Institute　(ETSI)　Technical　Specification　for　Mac
hine-to-Machine　Communications　(M2M);　M2M　functional　architecture,　ETSI　T
S102　690に関する。或る実施例は、ETSI　Technical　Specification　for　Machine-to
-Machine　Communications　(M2M);　3GPP　Interworking,　ETSI　TS101　603に関する
。
【背景技術】
【０００３】
　現在の3GPP（3rd　Generation　Partnership　Project）のLTE（long　term　evolutio
n）仕様及び現在のETSI（European　Telecommunications　Standards　Institute）仕様
は、マシン・ツー・マシン（M2M：machine-to-machine）通信のための要件及びアーキテ
クチャを規定している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　いくつかのETSI　M2Mデバイス又はアプリケーションは、システムの様々なエレメント
の間の接続のために基礎となるインターネットプロトコル（IP：internet　protocol）と
して3GPPネットワークを使用することがある。従って、機能エンティティの特定、関連す
る参照ポイント又はインタフェース、及び3GPPネットワークでのETSI　M2Mデバイスの通
信の手順を含み、3GPP/ETSI相互接続アーキテクチャを規定するための一般的なニーズが
存在する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】例示的な実施例による無線通信ネットワークの例示的な部分を示す図
【図２】例示的な実施例による3GPP及びETSI相互接続アーキテクチャを示す図
【図３】例示的な実施例による3GPP及びETSI相互接続アーキテクチャを示す図
【図４】例示的な実施例による3GPP及びETSI相互接続アーキテクチャを示す図
【図５】例示的な実施例による3GPP及びETSI相互接続アーキテクチャを示す図
【図６】例示的な実施例による3GPP及びETSI相互接続アーキテクチャを示す図
【図７】例示的な実施例による3GPP及びETSI相互接続アーキテクチャを示す図
【図８】例示的な実施例によるM2Mデバイスのブロック図
【図９】例示的な実施例によるコンピュータデバイスのブロック図
【図１０】例示的な実施例によるマシン・ツー・マシン（M2M）デバイスの動作の手順の
フローチャート
【図１１】例示的な実施例によるアプリケーションサーバ（AS）により実行される手順の
フローチャート
【図１２】例示的な実施例によるETSI/3GPP相互接続アーキテクチャをサポートする通信
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システム内のM2Mデバイスの動作の手順のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下の説明及び図面は、当業者が実施することができるように特定の実施例を十分に示
している。他の実施例は、構造的、論理的、電気的、処理的及び他の変更を組み込んでも
よい。実施例への様々な変更は、当業者に容易に明らかになり、ここに規定された一般的
な原理は、この開示の範囲を逸脱することなく、他の実施例及び用途にも適用され得る。
更に、以下の説明では、説明の目的で複数の詳細が示される。しかし、当業者は、これら
の特定の詳細を使用せずに実施例が実施されてもよいことを認識する。他にも、不要な詳
細で実施例の説明を曖昧にしないように、周知の構成及び処理はブロック図の形式で示さ
れていない。従って、この開示は、示された実施例に限定されることを意図するものでは
なく、ここに開示された原理及び特徴に従った最も広い範囲に従うことを意図する。
【０００７】
　図１は、例示的な実施例が実装され得る無線通信ネットワーク100の例示的な部分を示
している。一実施例では、無線通信ネットワーク100は、3GPP（3rd　Generation　Partne
rship　Project）のLTE（long　term　evolution）標準を使用したEUTRAN（evolved　uni
versal　terrestrial　radio　access　network）を有する。一実施例では、無線通信ネ
ットワーク100は、3GPPのUMTS（Universal　Mobile　Telecommunications　System）標準
を使用したUTRAN（universal　terrestrial　radio　access　network）を有する。一実
施例では、無線通信ネットワーク100は、ETSI（European　Telecommunications　Standar
ds　Institute）標準ファミリーの標準に従って動作するデバイスを有する。一実施例で
は、無線通信ネットワーク100は、NodeB（Node　B）又はeNodeB（evolved　Node　B）110
を含む。１つのみのNodeB/eNodeB110が示されているが、無線通信ネットワーク100は、１
つより多くのNodeB/eNodeB110を含んでもよいことが分かる。
【０００８】
　マシン・ツー・マシン（M2）ゲートウェイ120は、NodeB/eNodeB110と通信してもよい。
１つ以上のM2Mユーザ装置（UE：user　equipment）125-1、125-2は、有線又は無線接続12
6-1、126-2でM2Mゲートウェイ120と通信してもよい。M2M　UE125-1、125-2の間の通信の
ための例示的な無線通信ネットワークは、特にローカルエリアネットワーク（LAN）、広
域ネットワーク（WAN）、パケットデータネットワーク（例えば、インターネット）、無
線データネットワーク（例えば、Wi-Fiとして知られるIEEE（Institute　of　Electrical
　and　Electronics　Engineers）802.11標準ファミリー、WiMAXとして知られるIEEE802.
16標準ファミリー）、ピア・ツー・ピア（P2P）ネットワークを含んでもよい。接続126-1
、126-2はまた、Ethernet（登録商標）接続、シリアルバス接続、又は他の有線接続でも
よい。
【０００９】
　M2M　UE125-1、125-2は、例えば、公益事業計器（utility　meter）、機器、照明及びH
VAC制御、トラッキングデバイス、自動車メンテナンスデバイス、健康遠隔モニタ装置等
に関連するケイパビリティ（capability）（デバイスアプリケーション（DA：device　ap
plication）とも呼ばれる）を提供してもよい。M2M　UE125-1、125-2は、対応するデバイ
ス・サービス・ケイパビリティ・レイヤ（DSCL：device　Service　Capability　Layer）
（図示せず）にそれぞれのケイパビリティに関する情報を格納してもよい。M2Mゲートウ
ェイ120もまたケイパビリティを提供してもよい。M2Mゲートウェイ120は、ゲートウェイS
CL（GSCL：gateway　SCL）（図示せず）にM2Mゲートウェイ120のケイパビリティに関する
情報を格納してもよい。GSCLはまた、取り付けられたM2M　UE又は関連するM2M　UE125-1
、125-2のケイパビリティの情報又はデータを格納してもよい。以下では、DSCL及びGSCL
は、D/G　SCLと呼ばれることがある。
【００１０】
　M2M　UE125-1、125-2及びM2Mゲートウェイ120は、M2Mエリアネットワーク130を形成し
てもよい。M2Mエリアネットワーク130は、スマートホームネットワーク、自動車ネットワ
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ーク等のようなネットワークでもよい。M2Mゲートウェイ120は、１つ以上のM2M　UE125-1
、125-2と、有線又は無線接続（例えば、NodeB/eNodeB110により提供される3GPP接続）と
の間のブリッジとして機能してもよい。
【００１１】
　M2M　UE125-1、125-2及びM2Mゲートウェイ120のケイパビリティに関する情報及びデー
タは、以下ではネットワークアプリケーション（NA：network　application）と呼ばれる
１つ以上のアプリケーションに提供されてもよい。NAは、例えば、アプリケーションサー
バ（AS：application　server）135に存在してもよい。ネットワーク100は、簡潔にする
ために図１に示されていない他のエレメントを含んでもよい。例えば、ネットワーク100
は、M2Mゲートウェイ120とAS135との間の通信を提供する他のエレメントを含んでもよい
。これらのエレメントのうち特定のものは、図２～７に関して以下に説明することがある
。
【００１２】
　現在のETSI仕様によれば、M2M　UE125-1、125-2及びM2Mゲートウェイ120のケイパビリ
ティに関する情報及びデータは、M2Mツー・デバイス・インタフェース（mId：M2M　to　d
evice　interface）でASに提供されてもよい。例示的な実施例は、3GPPシステムの構成要
素でmIdインタフェースを実現又は実装するアーキテクチャを提供する。例示的な実施例
は、以下に図２～７を参照して説明するように、特定のETSI機能を異なる3GPPネットワー
クエレメントにマッピングしてもよい。
【００１３】
　ネットワーク100（図１）の更なるエレメントについて、図２を参照して説明する。図
３～７は、図２に関して説明するものと少なくとも幾分か同様のエレメントを含むことが
分かる。
【００１４】
　図２を参照すると、ネットワーク200は、VPLMN（visited　public　land　mobile　net
work）部分と、HPLMN（home　public　land　mobile　network）部分とを含んでもよい。
M2Mデバイス202は、エアインタフェースで無線アクセスネットワーク（RAN：Radio　Acce
ss Network）と通信してもよい。M2Mデバイス202は、例えばM2M　UE又はM2Mゲートウェイ
でもよい。エアインタフェースは、例えば、Um、Uu又はLTE-Uuエアインタフェースでもよ
い。3GPP　UMTS標準ファミリーの標準に従って動作するネットワーク200の場合、ネット
ワークは、MSC（Mobile　Service　Switching　Center）、SGSN（serving　general　pac
ket　radio　service　(GPRS)　support　node）及びGGSN（gateway　GPRS　support　no
de）を含んでもよい。3GPP　LTE標準ファミリーの標準に従って動作するネットワーク200
の場合、ネットワークは、MME（Mobility　Management　Entity）、S-GW（serving　gate
way）及びP-GW（packet　gateway）を含んでもよい。
【００１５】
　ネットワーク200は、サービス・ケイパビリティ・サーバ（SCS：Service　Capability
　Server）を更に含んでもよい。SCSは、ASのいくつかの機能を実施してもよく、SCSは、
以下に説明するように更なるサービスを提供してもよい。ネットワーク200は、3GPP　MTC
-IWF（Machine　Type　Communications-InterWorking　Function）を更に含んでもよい。
3GPP　UMTS標準ファミリーの標準に従って動作するネットワーク200の場合、ネットワー
ク200は、ホーム加入者サーバ（HSS：home　subscriber　server）及びIP-SM-GW（IP　Sh
ort　Message　Gateway）を更に含んでもよい。ネットワーク200は、課金データ機能及び
／又は課金ゲートウェイ機能（CDF/CGF：charging　data　function　and/or　charging
　gateway　function）を更に含んでもよい。3GPP　MTC-IWFは、HPLMN内のHSS及びSMS-SC
との接続を有してもよく、VPLMNのSGSN、MME又はMSCとの接続を有してもよい。ネットワ
ーク200は、ショートメッセージサービス（SMS：Short　Message　Service）を提供する
ために、SMS-SC（Short　Message　Service-Service　Centre）、GMSC（Gateway　Mobile
　Switching　Center）及び／又はIWMSC（Interworking　Mobile　Switching　Centre）
を更に含んでもよい。ネットワーク200は、例えばM2Mデバイス202にショートメッセージ
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を送信してもよく、M2Mデバイス202からのショートメッセージを受信してもよいショート
メッセージエンティティ（SME：Short　Message　Entity）を更に含んでもよい。
【００１６】
　ネットワーク200は、3GPP参照ポイントを含んでもよい。参照ポイントTsmsは、エンテ
ィティ（例えば、SME）により、SMSを介してM2Mデバイス202と通信するために使用されて
もよい。ネットワーク200は、SCSにより、MTC-IWFと関係するコントロールプレーンのシ
グナリングを通信するために使用される参照ポイント（Tsp）を含んでもよい。ネットワ
ーク200は、MTC-IWFにより、HPLMNのSMS-SCにデバイストリガーをルーティングするため
に使用される参照ポイントT4を含んでもよい。ネットワーク200は、MTC-IWFとサービング
SGSNとの間の通信のための参照ポイントT5aを更に含んでもよい。ネットワーク200は、MT
C-IWFとサービングMMEとの間の通信のための参照ポイントT5bを更に含んでもよい。ネッ
トワーク200は、MTC-IWFとサービングMSCとの間の通信のための参照ポイントT5cを含んで
もよい。ネットワーク200は、MTC-IWFがHSSに問い合わせるために使用する参照ポイントS
6mを含んでもよい。ネットワーク200は、MTC-IWFとCDFとの間のオフライン課金のための
参照ポイントRfを含んでもよい。ネットワーク200はCDFとCGFとの間の参照ポイントGaを
含んでもよい。Gi又はSGiインタフェースは、それぞれAS215とGGSN又はP-GWとの間に実装
されてもよい。
【００１７】
　図１を参照して前述したように、M2Mデバイス202は、DA205を実装してもよい。
DA205は、例えばスマートホームアプリケーション又は自動車アプリケーション等でもよ
い。DA205は、ETSIデバイスアプリケーションインタフェース（dIa）を通じてD/G　SCL21
0に情報を提供してもよい。M2Mデバイス202は、M2M　UE又はM2Mゲートウェイでもよい。M
2Mデバイス202は、M2M　UE125-1、125-2又はM2Mゲートウェイ120（図１）として動作可能
でもよい。M2Mデバイス202がM2Mゲートウェイとして動作する場合、M2Mデバイスは、関連
するM2M　UE（図示せず）のケイパビリティ又はDAの情報を提供してもよい。
【００１８】
　M2Mデバイス202は、AS215のようなデバイスにD/G　SCLに格納されたデータを提供して
もよい。AS215は、AS135（図１）として動作可能でもよい。AS215は、ネットワーク・サ
ービス・ケイパビリティ・レイヤ（NSCL：network　Service　Capability　Layer）220を
提供してもよい。AS215は、M2Mアプリケーションインタフェース（mIa）でNSCL220と通信
するNA225を更に含んでもよい。或る実施例では（図３～５を参照して以下に説明する）
、SCSは、NSCL220を含んでもよい。少なくともこれらの実施例では、mIaは、ASとSCSとの
間に実装されてもよい。SCSとASとの間の通信に関する機能を開発するために、アプリケ
ーションプログラミングインタフェース（API：application　programming　interface）
が提供されてもよい。
【００１９】
　＜初期化及び登録＞
　M2Mデバイス202は、NSCLにケイパビリティについての情報を送信するためにmIdインタ
フェースを使用する前に、少なくとも１つの初期化処理を実行してもよい。例えば、M2M
デバイス202は、NSCLとのSCL登録を実行してもよい。
【００２０】
　M2Mデバイス202がM2M　UEである場合、M2Mデバイス202は、M2MゲートウェイのGSCLに登
録してもよい。M2Mデバイス202がM2Mゲートウェイである場合、この動作は生じなくても
よいことが分かる。この登録に基づいて、M2MゲートウェイのGSCLは、M2Mデバイス202に
関連するDA205のアイデンティティ（identity）を格納してもよい。M2MゲートウェイのGS
CLは、アクセス権及びDA205のための通知チャネルのような他のパラメータと、ETSI標準
ファミリーの標準により指定された他のパラメータとを更に格納してもよい。
【００２１】
　次に、GSCLは、NSCL220に登録してもよい。この登録に基づいて、NSCL220は、GSCLのア
イデンティティを格納してもよい。NSCL220は、アクセス権及びGSCLのための通知チャネ
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ルのような他のパラメータと、ETSI標準ファミリーの標準により指定された他のパラメー
タとを更に格納してもよい。NSCL220は、M2Mゲートウェイの取り付けられたデバイスに関
するパラメータを格納してもよい。例えば、NSCL220は、GSCLに登録したM2Mデバイス202
に関するパラメータを格納してもよい。
【００２２】
　次に、NSCL220は、GSCLに登録してもよい。GSCLは、同様にNSCL220を表すリソースを格
納してもよい。GSCLは、アクセス権及びNSCL220の通知チャネルのようなパラメータと、E
TS標準ファミリーの標準により指定された他のパラメータとを格納してもよい。NA225は
、NSCL220に更に登録してもよい。NAの登録に基づいて、次に、GSCLは、NA225のアイデン
ティティ情報を格納してもよい。
【００２３】
　mIdインタフェースにセキュリティ機構が実装されてもよい。例えば、M2Mデバイスは、
安全な接続を確立するための暗号化鍵を有する必要があってもよい。登録してセキュリテ
ィ手段を実行すると、M2Mデバイス202は、3GPPネットワークとインターネットプロトコル
（IP）接続を確立し、D/G　SCL210に格納されたデータを提供してもよい。データは、M2M
デバイスのケイパビリティに関する情報を表してもよい。M2Mデバイス202は、ETSIのmId
インタフェースを使用してIP接続でデータをNSCLに送信してもよい。
【００２４】
　＜相互接続アーキテクチャ＞
　図２は、ユーザプレーン上の直接相互接続モデルを示している。mIdインタフェースは
、D/G　SCL210に対して、NSCL220、GGSN（UMTSシステムの場合）又はP-GW（LTEシステム
の場合）、及びSGSN（UMTSシステムの場合）又はS-GW（LTEシステムの場合）上に実現さ
れてもよい。UMTSの実現が曲線Aで示されており、LTEの実現が曲線Bで示されている。
【００２５】
　少なくとも１つの実施例では、SMEは、NSCL220と共に配置されてもよい。少なくともこ
の実施例では、実現は、NSCL/SME、Tsmsインタフェース上にあり、従って、D/G　SCL210
へのMSC、MME又はSGSNのうち１つの上にある。
【００２６】
　図３は、3GPPコントロールプレーン上の間接／ハイブリッド相互接続モデルを示してい
る。D/G　SCL310とNSCL320との間の通信は、MTC-IWFを介して生じてもよい。MTC-IWFは、
Tspインタフェース上のプロトコル変換及びデバイストリガーを提供してもよい。少なく
ともこの実施例では、モバイルネットワークオペレータ（MNO：mobile　network　operat
or）は、M2Mアプリケーション及びM2Mプロビジョニングに対して、図２の直接相互接続モ
デルに比べて、高い程度の制御を有してもよい。少なくともこの実施例では、NA325は、A
S315に存在する。NSCL320は、SCSに存在し、従って、mIa参照ポイントは、AS315とSCS320
との間に実装される。SCSは、MNO又はM2Mサービスプロバイダにより制御されてもよい。m
Idインタフェースは、それぞれ曲線A及びBで示すように、D/G　SCL310に対して、SCS、MT
C-IWF及びMME又はSGSN上に実現されてもよい。或る実施例では、NSCL320の機能は分散さ
れてもよい。例えば、NSCL320の機能は、SCSとMTC-IWFとの間に分散されてもよい。
【００２７】
　図４は、3GPPコントロールプレーン上の間接ハイブリッド相互接続モデルのもとでのmI
dインタフェースの実現のための更なる実施例を示している。曲線Aに示すように、mIdイ
ンタフェースは、D/G　SCL410に対して、NSCL420、Tspインタフェースを使用したMTC-IWF
、T5a又はT5bを使用したSGSN又はMME上に実現されてもよい。曲線Bに示すように、mIdイ
ンタフェースは、D/G　SCL410に対して、NSCL420、Tspインタフェースを使用したMTC-IWF
、T4インタフェースを使用したSMS-SC、及びMSC、SGSN又はMME上に実現されてもよい。曲
線Cに示すように、SMEはNSCL420と共に配置され、SCSの一部として実装されてもよい。mI
dインタフェースは、D/G　SCL410に対して、NSCL/SME、Tsmsインタフェースを通じたSMS-
SC、及びMSC、SGSN又はMME上に実現されてもよい。
【００２８】
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　図５は、3GPPユーザプレーン上の間接／ハイブリッド相互接続モデルのもとでのmIdイ
ンタフェースの実現のための実施例を示している。曲線A及びBに示すように、D/G　SCL51
0とNSCL520との間の通信は、MTC-IWFを通じて生じてもよい。NSCL520は、SCSに実装され
てもよい。MTC-IWFは、Tspインタフェースを通じたプロトコル変換及びデバイストリガー
のような機能を提供する。少なくともこれらの実施例では、モバイルネットワークオペレ
ータ（MNO）は、M2Mアプリケーション及びM2Mプロビジョニングに対して、高い程度の制
御を有してもよい。SCSは、MNO又はM2Mサービスプロバイダにより制御されてもよい。ETS
I　M2M手順はユーザプレーン上で実行されてもよい。デバイストリガー及びスモールデー
タ送信のようないくつかの機能は、Tspインタフェースを通じて3GPPコントロールプレー
ン上に実現されてもよい。
【００２９】
　或る実施例では、NSCL520の機能は分散されてもよい。例えば、NSCL520の機能は、SCS
とMTC-IWFとの間に分散されてもよい。mIdインタフェースは、D/G　SCL210に対して、NSC
L520、GGSN（UMTSシステムの場合）又はP-GW（LTEシステムの場合）、及びSGSN（UMTSシ
ステムの場合）又はS-GW（LTEシステムの場合）上に実現されてもよい。UMTSの実現は曲
線Aで示されており、LTEの実現は曲線Bで示されている。
【００３０】
　図６は、3GPPコントロールプレーン上の間接／ハイブリッド相互接続モデルを示してい
る。図６に示す実施例は、NSCL620がAS615として実装されてもよいことを除き、図３～４
に示す実施例と少なくとも幾分か類似し得る。D/G　SCL610とNSCL620との間の通信は、MT
C-IWFを介して生じてもよい。MTC-IWFは、Tspインタフェース上のプロトコル変換及びデ
バイストリガーを提供する。少なくともこの実施例では、モバイルネットワークオペレー
タ（MNO）は、M2Mアプリケーション及びM2Mプロビジョニングに対して、高い程度の制御
を有してもよい。SCSは、MNO又はM2Mサービスプロバイダにより制御されてもよい。
【００３１】
　曲線A及びBにより示すように、mIdインタフェースは、D/G　SCL610に対して、NSCL620
、SCS、Tspインタフェースを使用したMTC-IWF、それぞれT5a又はT5bを使用したSGSN又はM
ME上に実現されてもよい。曲線Cにより示すように、mIdインタフェースは、D/G　SCL610
に対して、NSCL620、SCS、Tspインタフェースを使用したMTC-IWF、T4インタフェースを使
用したSMS-SC、及びMSC（図示せず）、SGSN（図示せず）又はMME上に実現されてもよい。
SMEは、NSCL620と共に配置され、AS615の一部として実装されてもよい点に留意すべきで
ある。従って、曲線Dにより示すように、mIdインタフェースは、D/G　SCL610に対して、S
ME/NSCL620、Tsmsインタフェースを使用したSMS-SC、MSC（図示せず）、SGSN（図示せず
）又はMME上に実現されてもよい。
【００３２】
　図７は、NSCL720がMTC-IWFに存在し得ることを示している。図３～６を参照して前述し
たものと同様の例示的な実施例は、図７のアーキテクチャに同様に又は幾分か同様に実装
されてもよい。
【００３３】
　図８は、或る実施例によるUE800の基本構成要素を示している。UE800は、M2M　UE125-2
、125-2又はM2Mゲートウェイ120（図１）若しくはMTCデバイス202、302、402、502、602
（図２～６）として好適なものでもよい。UE800は、実施例に従ってETSI/3GPP相互接続の
ための方法をサポートしてもよい。UE800は、基地局(BS)、NodeB/eNodeB110及び／又は無
線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイントと通信するように構成された１
つ以上のアンテナ810を含んでもよい。UE800は、プロセッサ820を更に含む。プロセッサ
は、アプリケーション825を実行する命令を含んでもよい。アプリケーション825は、例え
ば、図２～７を参照して前述したDAでもよい。UE800は、前述のサービス・ケイパビリテ
ィ・レイヤ（SCL）830の情報を格納するメモリを含んでもよい。UE800は、通信インタフ
ェース835を更に含んでもよい。
【００３４】
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　例示的な実施例は、UE800が無線通信ネットワークにおいてM2M通信を実行することを可
能にする。１つ以上のプロセッサ820は、ETSI　SCLを実装してもよい。前述のように、SC
Lは、DSCL又はGSCLでもよく、以下ではD/G　SCLと呼ばれてもよい。
【００３５】
　通信インタフェース835は、SCLと第２のデバイスとの間にIP接続を確立してもよい。図
１～７を参照して説明したように、第２のデバイスは、AS、SCS又は他のネットワーク構
成要素でもよい。
【００３６】
　SCL830は、mId参照ポイントでUE800のケイパビリティについての情報を第２のデバイス
に提供するために、IP接続を使用してもよい。mId参照ポイントは、ETSI標準ファミリー
の標準に従って実装されてもよい。mId参照ポイントは、図２～７を参照して前述したよ
うに実現されてもよい。例示的な実施例では、mId参照ポイントは、3GPPユーザプレーン
上に実装されてもよく、mId参照ポイントは、3GPPユーザプレーンのGi/SGiインタフェー
ス又はTsmインタフェース上に実装されてもよい。mIdインタフェースは、3GPPコントロー
ルプレーン上に実装されてもよい。
【００３７】
　１つ以上のプロセッサ820は、3GPP　T4インタフェース上でショートメッセージサービ
ス（SMS）通信を使用して、第２のデバイスにケイパビリティを登録してもよい。ケイパ
ビリティは、M2Mデバイスで実行するアプリケーション（例えば、DA）でもよい。アプリ
ケーションは、図１を参照して前述したように、スマートホームアプリケーション、計器
アプリケーション、又は自動車アプリケーション等でもよい。
【００３８】
　図９は、或る実施例による方法を実行するコンピュータデバイス900の詳細を示す例示
的なブロック図を示している。コンピュータデバイス900は、アプリケーションサーバ135
（図１）又はアプリケーションサーバ215、315、415、515、615、715（図２～７）又は他
のネットワーク構成要素として好適なものでもよい。コンピュータデバイス900は、図１
～７を参照して前述したように、ETSI　NA又はETSI　NSCLの１つ以上の動作を実行又は実
装してもよい。
【００３９】
　コンピュータデバイス900は、ハードウェアプロセッサ902（例えば、中央記憶装置（CP
U）、グラフィック処理ユニット（GPU）、ハードウェアプロセッサコア又はこれらのいず
れかの組み合わせ）、メインメモリ904及びスタティックメモリ906を含んでもよく、これ
らの一部又は全部は、インターリンク（例えば、バス）908を介して相互に通信してもよ
い。コンピュータデバイス900は、ディスプレイデバイス910、英数字入力デバイス912（
例えば、キーボード）及びユーザインタフェース（UI）ナビゲーションデバイス911（例
えば、マウス）を更に含んでもよい。コンピュータデバイス900は、記憶デバイス（例え
ば、ドライブユニット）916、信号生成デバイス918（例えば、スピーカ）及びネットワー
クインタフェースデバイス920を更に含んでもよい。
【００４０】
　プロセッサ902は、ETSI　NAを実行するように構成されてもよい。
【００４１】
　ネットワークインタフェースデバイス920は、NAとETSIネットワーク・サービス・ケイ
パビリティ・レイヤ（NSCL）との間の通信を提供するように構成されてもよい。NSCLはコ
ンピュータデバイス900に実装されてもよく、NSCLは１つ以上の他のコンピュータデバイ
スに実装されてもよい。例えば、NSCLは、図３～５を参照して前述したように、3GPPサー
ビス・ケイパビリティ・サーバ（SCS）に実装されてもよい。
【００４２】
　メインメモリ904、スタティックメモリ906及び／又は大容量記憶装置916は、NSCLのパ
ラメータを格納するように構成されてもよい。NSCLのパラメータは、アクセス権、通知チ
ャネル及び識別情報等のようなNAに関するパラメータを含んでもよい。NSCLのパラメータ
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は、D/G　SCLに関するパラメータを更に含んでもよい。
【００４３】
　ネットワークインタフェースデバイス920は、図１～７を参照して前述したように、ETS
I　mIdインタフェースの１つ以上の機能を実装又は実現するように構成されてもよい。ネ
ットワークインタフェース920は、インターネットプロトコル（IP）接続に実現されたmId
参照ポイントで、無線通信ネットワークのデバイスのケイパビリティの登録を受信しても
よい。mId参照ポイントは、図１～７を参照して前述したように、ETSI標準ファミリーの
標準に従って実装されてもよい。プロセッサ902は、この登録に関するデータをメインメ
モリ904、スタティックメモリ906及び／又は大容量記憶装置916に格納するように更に構
成されてもよい。登録に関するデータは、D/G　SCLパラメータを含んでもよい。D/G　SCL
パラメータは、D/G　SCLに関するDAの情報及びデータ、D/G　SCLについてのアクセス権及
び通知チャネル、取り付けられたM2Mデバイスの識別情報、又はETSI標準ファミリーの標
準に従った他のパラメータを含んでもよい。
【００４４】
　コンピュータデバイス900は、GPS（global　positioning　system）センサ、コンパス
、加速度計、又は他のセンサのような１つ以上のセンサ921を更に含んでもよい。コンピ
ュータデバイス900は、１つ以上の周辺デバイス（例えば、プリンタ、カードリーダ等）
と通信するため又は制御するために、シリアル（例えば、ユニバーサルシリアルバス（US
B）、パラレル又は他の有線若しくは無線（例えば、赤外線（IR）））接続のような出力
コントローラ928を含んでもよい。
【００４５】
　記憶デバイス916は、ここに記載の技術又は機能のいずれか１つ以上を具現又は利用し
たデータ構造又は命令924（例えば、ソフトウェア）の１つ以上のセットを格納した機械
可読媒体922を含んでもよい。命令924はまた、コンピュータデバイス900による実行中に
メインメモリ904、スタティックメモリ906、又はハードウェアプロセッサ902内に完全に
又は少なくとも部分的に存在してもよい。一例では、ハードウェアプロセッサ902、メイ
ンメモリ904、スタティックメモリ906又は記憶デバイス916のうち１つ又はいずれかの組
み合わせは、機械可読媒体を構成してもよい。
【００４６】
　機械可読媒体922は単一の媒体として示されているが、“機械可読媒体”という用語は
、１つ以上の命令424を格納するように構成された単一の媒体又は複数の媒体（例えば、
集中又は分散データベース又は関連するキャッシュ及びサーバ）を含んでもよい。
【００４７】
　“機械可読媒体”という用語は、コンピュータデバイス900による実行のための命令を
格納、符号化又は伝搬可能であり、コンピュータデバイス900に対してこの開示の技術の
いずれか１つ以上を実行させる如何なる媒体を含んでもよく、このような命令により使用
されるデータ構造又はこのような命令に関連するデータ構造を格納、符号化又は伝搬可能
である如何なる媒体を含んでもよい。例えば、命令は、コンピュータデバイス900に対し
て、前述のようにETSI　NSCLの機能及びETSI　NAを実装させてもよい。
【００４８】
　非限定的な機械可読媒体の例は、ソリッドステートメモリと、光及び磁気媒体とを含ん
でもよい。一例では、密集した機械可読媒体は、静止した集合を有する複数の部分を有す
る機械可読媒体を有する。密集した機械可読媒体の特定の例は、半導体メモリデバイス（
例えば、電気的プログラム可能読み取り専用メモリ（EPROM）、電気的消去可能プログラ
ム可能読み取り専用メモリ（EEPROM）及びフラッシュメモリデバイス）のような不揮発性
メモリ、内部ハードディスク及び取り外し可能ディスクのような磁気ディスク、光磁気デ
ィスク、CD-ROM及びDVD-ROMディスクを含んでもよい。
【００４９】
　命令924は、複数の伝送プロトコル（例えば、フレームリレー、インターネットプロト
コル（IP）、伝送制御プロトコル（TCP）、ユーザデータグラムプロトコル（UDP）、ハイ
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パーテキスト転送プロトコル（HTTP）等）のうちいずれか１つを利用して、ネットワーク
インタフェースデバイス920を介して伝送媒体を使用して通信ネットワーク926で更に送信
又は受信されてもよい。“伝送媒体”という用語は、コンピュータデバイス900による実
行のための情報を格納、符号化又は伝達することができるいずれかの無形の媒体を含むも
のとして考えられるべきであり、このようなソフトウェアの通信を容易にするためのデジ
タル若しくはアナログ信号又は他の無形の媒体を含む。
【００５０】
　図１０は、無線ネットワークで動作するM2Mデバイス（例えば、M2M　UE125-1、125-2又
はM2Mゲートウェイ120）により実装される動作を示している。例示的な実施例では、M2M
　UE125-1がこれらの動作を実行する。それにも拘わらず、他のM2M　UE又はM2Mゲートウ
ェイがこれらの動作を実行してもよいことが分かる。
【００５１】
　動作1000において、M2M　UE125-1は、ETSIサービス・ケイパビリティ・レイヤ（SCL）
と第２のデバイスとの間にインターネットプロトコル（IP）接続を確立してもよい。第２
のデバイスは、例えば、図１～７を参照して前述したアプリケーションサーバ（AS）でも
よい。
【００５２】
　動作1010において、M2M　UE125-1は、SCLの名前を第２のデバイスに登録する。
【００５３】
　動作1020において、SCLの名前を第２のデバイスに登録すると、M2M　UE125-1は、IP接
続でmId参照ポイントを使用して第２のデバイスにM2Mデバイスで実行するアプリケーショ
ンの情報を提供してもよい。図１～７を参照して前述したように、mId参照ポイントは、E
TSI標準ファミリーの標準に従って実装されてもよい。mId参照ポイントは、3GPPユーザプ
レーン内のTsmsインタフェース又はGi/SGiインタフェース上に実装されてもよい。mId参
照ポイントは、3GPPコントロールプレーン上に実装されてもよい。M2Mデバイスは、3GPP
　T4インタフェース上でショートメッセージサービス（SMS）通信を使用して第２のデバ
イスに登録してもよく、3GPP　T5インタフェース上でスモールデータ送信（Small　Data
　Transmission）を使用して第２のデバイスに登録してもよい。
【００５４】
　M2M　UE125-1は、M2Mエリアネットワーク130の他のM2Mデバイス120、125-2にアプリケ
ーションのデータを提供してもよい。M2M　UE15-1は、mIdインタフェース上でIP接続を使
用して第２のデバイスで実行するアプリケーションのデータを受信してもよい。例えば、
M2M　UE125-1は、AS135で実行するNAから情報を受信してもよく、AS135で実行するNAにつ
いての情報を受信してもよい。
【００５５】
　図１１は、アプリケーションサーバ（AS）により実装される動作を示している。ASは、
例えば、AS135（図１）及び／又はAS215、315、415、515、615、715（図２～７）でもよ
い。例示的な実施例は、AS135に関して説明する。動作1100において、AS135は、マシン・
ツー・マシン（M2M）デバイスのケイパビリティの登録を受信してもよい。AS135は、IP接
続で登録を受信してもよい。
【００５６】
　動作1110において、AS135は、ケイパビリティに関するデータを受信してもよい。デー
タは、登録に続いて受信されてもよい。データは、IP接続でmId参照ポイントを使用して
受信されてもよい。mId参照ポイントは、図１～７を参照して前述したように、ETSI標準
ファミリーの標準に従って実装される。AS135は、図９に関して前述したように、メモリ
に登録に関するパラメータを格納してもよい。メモリは、ETSI　NSCLに関連してもよい。
【００５７】
　AS135はまた、AS135で実行するアプリケーションに関するデータをM2Mデバイスに提供
してもよい。例えば、AS135は、AS135で実行するNAに関するデータをM2Mデバイスに提供
してもよい。データは、IP接続でmId参照ポイントを使用して提供されてもよい。NAは、M
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してもよい。
【００５８】
　図１２は、通信システムで動作するM2Mデバイス（例えば、M2M　UE125-1、125-2又はM2
Mゲートウェイ120）により実装される動作を示している。通信システムは、3GPP　ETSI（
European　Telecommunications　Standards　Institute）相互接続アーキテクチャに従っ
て実装されてもよい。例示的な実施例では、M2M　UE125-1は、これらの動作を実行する。
それにも拘わらず、他のM2M　UE又はM2Mゲートウェイがこれらの動作を実行してもよいこ
とが分かる。
【００５９】
　動作1200において、M2M　UE125-1は、DAからのデータをM2Mエリアネットワークの他のM
2Mデバイスに提供してもよい。
【００６０】
　動作1210において、M2M　UE125-1は、インターネットプロトコル（IP）接続でM2Mエリ
アネットワークの外部の遠隔デバイスにケイパビリティを登録してもよい。
【００６１】
　動作1220において、M2M　UE125-1は、mId参照ポイントを通じてデータを遠隔デバイス
に提供してもよい。mId参照ポイントは、ETSI標準ファミリーの標準に従って実装されて
もよい。mId参照ポイントは、3GPPユーザプレーン、3GPPコントロールプレーン又はこれ
らの組み合わせで実現されてもよい。
【００６２】
　前述の実施例は、記載の技術を実行する命令を実行するプロセッサを含んでもよい様々
なハードウェア構成で実装されてもよい。このような命令は、メモリ又は他のプロセッサ
実行可能媒体に転送される適切な記憶媒体に含まれてもよい。
【００６３】
　明瞭にする目的で、前述の説明は、異なる機能ユニット又はプロセッサを参照していく
つかの実施例を記載している。しかし、実施例を逸脱することなく、異なる機能ユニット
、プロセッサ又はドメインの間の機能のいずれか適切な分散が使用されてもよいことが分
かる。例えば、別々のプロセッサ又はコントローラにより実行されるように示された機能
は、同じプロセッサ又はコントローラにより実行されてもよい。従って、特定の機能ユニ
ットへの参照は、厳密な論理的又は物理的構造又は構成を示すのではなく、記載の機能を
提供する適切な手段への参照としてのみ考えられるべきである。
【００６４】
　本発明の対象についていくつかの実施例に関して説明したが、ここに示す特定の形式に
限定されることを意図するものではない。記載の実施例の様々な機能は、この開示に従っ
て組み合わされてもよいことを当業者は認識する。更に、開示の範囲を逸脱することなく
、様々な実施例及び変更が当業者により行われてもよいことが分かる。
【００６５】
　要約は、読者が技術的開示の本質及び要旨を確かめることを可能にすることを要約に求
める37　C.F.R　Section　1.72(b)に従うように提供されている。これは特許請求の範囲
又はその意味を限定又は解釈するために使用されないという理解で提示されている。以下
の特許請求の範囲は、各請求項が別々の実施例として自立して、詳細な説明に組み込まれ
る。
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